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モバイルデータ通信機器の貸与について 
 
①  貸与機器は、申請書の受付以降、順次、宅配便等にて送付する。 

なお、当該貸与機器にかかる貸出時の通信料等（定額通信料、保険料）については、

大学が負担する。 
※貸与機器を本学へ返却する際の費用は被貸与者の負担とする。（以下、⑤参照） 

 
②  貸与機器到着後は、直ちに受信状況等を確認の上、不具合等があったら以下の場所

へ連絡すること。（貸与期間中を含む。） 
 
（連絡先） 

国立大学法人東京農工大学 府中地区学生支援室 
E-Mail :   akyomu12@cc.tuat.ac.jp 
 

③  貸与機器は、本学のオンライン授業を受講するために使用するものであって、それ

以外の用途での利用は禁止する。 
上記用途以外に利用する等により被貸与者が被った損害（利用制限（250GB／月）

を超え、サービス停止によりオンライン授業の受講ができなかった等）等については、

本学は一切の責を負わない。 
 

④  貸与機器は、被貸与者が受講するにあたってネットワーク環境が整っておらず受講 
できないという状況を防ぐために本学が貸与するものであることから、被貸与者は、

ネットワーク環境が整い次第、速やかに返却すること。 
また、被貸与者が休学または退学を希望する場合についても同様とする。 
なお、貸与機器は令和 3 年 2 月 5 日（金）までに必ず返却すること。 
 

⑤  貸与機器の返却は、宅配便又は持参により以下の返却先へ返却すること。 
  返却にかかる配送費用や交通費等は、被貸与者の負担とする。 

ただし、再び大学への登校自粛要請が出された場合は、宅配便による返却のみ受け

付ける。 
 
（返却先） 

〒183-8509 
府中市幸町 3－5－8 

国立大学法人東京農工大学 府中地区学生支援室・教務係 宛 
 

※宅配便等での返却にあたっては、貸与機器（本体、充電器、USB ケーブル）の 
すべてを封入したか、必ず確認すること。 

※直接返却する場合は、窓口にて手渡しのこと。（その場で貸与機器の確認を行う。） 
※前回、誤って貸与した USB ケーブルではない USB ケーブルを返却した事例が 

複数あったため、機器をよく確認の上返却すること。 
 

⑥  被貸与者は、貸与機器を紛失または盗難（以下、「紛失等」という。）に遭った場合、

速やかに上記②の連絡先まで連絡するとともに、紛失等の状況についての問い合わせ

内容に対して誠実に回答すること。 
なお、本学は被貸与者に対し、本学が契約する供給会社より利用規約に基づき請求を

受ける損害額（以下、「損害額」という。）（４万円）を請求できるものとする。 
また、貸与期間中に返却が行われず一定期間経過した場合も同様に、被貸与者が紛

失したものみなし、本学が請求を受ける損害額（８万円）を請求することができるもの

とする。 



 
⑦  その他事由により、本貸与により本学が損害を受けた場合は、当該損害額を被貸与者

に請求できるものとする。 
 
⑧ その他、本貸与における利用制限等については、以下のとおりである。 
■サービスエリアとされていても、電波の届かない場所では利用できないこと、また、回

線の混雑により通信できないことがあること。 
■WiFi ルーターは精密機器であるため、通常の使用下でも故障することがあること。 
■被貸与者が WiFi ルーター・SIM カードの紛失または盗難に遭った場合、本学が被貸与

者に対し新たな機材を貸与することは、機材の貸与状況によりできない場合もあること。 
■次に該当する場合、サービス利用が停止される（回線元より速度が低速(128kbps)となる）

ことがあること。 
１．1 カ月以内の利用 GB 数が 250GB を超えた場合。 
２．WiFi ルーターの不正使用の疑いが発生し、調査する必要がある場合。 

■次に該当する場合、サービス利用の制限（WiFi ルーターを利用して通信ができない）が

行なわれる場合があること。 
１）何らかの利用により電気通信事業者の通信設備の利用が制限されているとき。 
２）電気通信事業者が業務の遂行上または技術の都合により通信サービス等の制限をし 

ているとき。 
３）通信量に関わらず動画ストリーミング・オンラインゲーム・OS/ソフトウェア/ 

アプリのオンラインダウンロードやアップデート、VOIP・FTP 等負担の大きな通信 
により通信事業者等の通信回線に過剰な負担を生じさせたとき。 

なお、WiFi ルーターはご利用いただく接続機器やソフトウェア、機器自体の個体差 
などに依存するため、全ての環境において、正常に動作することを保証するものでは 
ない。 

手持ちのパソコンの利用プログラムやシステム設定などにより、正常に動作できな 
い場合は利用するパソコンメーカーに問合せすること。 
 
 
 
 
 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本学では在宅勤務を交えて業務を行って 
おります。 
そのため、お問い合わせを含めて連絡は、メールでのやり取りとりにてご協力を 
お願いします。 
また、お返事に時間をいただく場合もありますので予めご承知おき願います。 


